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軽米町役場 総務課 編集
電話 46-2111 ／ FAX 46-2335

毎月第２・第４水曜日発行
全　 世　 帯　 配　 布

広報かるまい お知らせ版 344 号

令和元年６月１２日発行

①

　折爪岳の自然に親しんでもらうため、山頂からミレットパークまでを
歩いて下るイベントを行います。折爪岳の自然にふれあい、「こころ」
と「からだ」をリフレッシュしませんか？
■日　時　　７月７日(日)　8:30 ～ 14:10
■集合場所　軽米町役場
■主な内容　・山頂からミレットパークまでの山下り　・魚釣り体験
・てんぽせんべい焼き体験　　・ピザづくり体験
■参加料　大人 1,000円　小学生 500円
■申込方法　
住所・氏名・生年月日・電話番号をお知らせください。（締切６月28日）
■申込先・問い合わせ
産業振興課・商工観光担当　☎４６－４７４６　FAX ４６－２３３５
メール　kanko@town.karumai.iwate.jp

　「児童手当現況届」は、今年６月分以降の受給資格を判定する大切な
届出です。現況届の提出が必要な方には６月初めに用紙を送付しており
ます。受付期間内に必ず提出くださるようお願いいたします。
　６月末までに届出がない場合、６月分以降（10月振込）の児童手当
を停止する場合がありますので、ご注意ください。
■受付期間　６月28日(金)まで
■必要書類
・現況届（送付済）　　・印鑑
・受給者の保険証の写し（国保の方は不要）
※その他の書類が必要な場合もありますので、詳細は送付済み書類をご確認ください。

■受付場所　役場健康福祉課または各出張所
■問い合わせ　健康福祉課・福祉担当　☎４６－４７３６

　　岩手県天然記念物に指定された折爪岳ヒメ
ボタルの観賞バスツアーを行います。「100万匹
のヒメボタル」が舞う幻想的な景色を観に行き
ませんか？
　とり天バーガー・さるなしドリンク・さるな
しふわりの軽食付き！
■日　時　７月12日(金)・13日(土)　18:40 ～ 21:20
■集合場所　軽米町役場
■スケジュール　～ 18:40　　集合・役場出発
　　　　　　　　～ 19:20　　ミレットパークへ移動（軽食・休憩）
　　　　　　　　～ 20:30　　ヒメボタル観賞
　　　　　　　　～ 21:20　　役場到着・解散
■参加料　1人500円
■申込方法
電話・ＦＡＸまたはメールで、参加日・住所・氏名・性別・生年月日・
電話番号をお知らせください。（締切6月28日）
■申込先・問い合わせ
産業振興課・商工観光担当　☎４６－４７４６　FAX ４６－２３３５
メール　kanko@town.karumai.iwate.jp

　これまで粗大ごみ等として収集してきました布団や畳等（カーペット、
ブルーシート等含む）は、二戸地区クリーンセンターの改修工事により、
７月１日から当分の間、九戸村の「いわて第２クリーンセンター」に直
接搬入していただくことになります（有料）。ご協力をお願いします。
※圧縮しない状態で指定袋に入る物は、これまで同様小型粗大ごみとして出すことが可能です。

■問い合わせ　町民生活課・町民生活担当　☎４６－４７３４

森林ウオーキングin折爪岳の参加者募集

児童手当現況届の提出をお願いします

ヒメボタル鑑賞会

布団、畳等のゴミの出し方が変わります

■交付対象者
・町内に住所を有する方。
・町内に建てられている住宅の所有者の方。
・町税その他町に対する債務を滞納していない方。
・対象工事について他の補助金を受けていない方。
※対象工事を分割することで組み合わせも可能な場合があります。

※この助成は同一住宅及び同一人について１回限りとなります。

■対象工事
・対象工事に要する経費が30万円以上。
・町内に主たる営業所を有する法人（個人の施工業者）に依頼して行う。
・申請した年度内に工事が完了。
※住宅に付随する外構、植栽工事など、対象外となる工事もあります。

■商品券交付額
対象工事に要する経費の10％以内で10万円を限度とします。
■問い合わせ　地域整備課・環境整備担当　☎４６－４７４１

住宅のリフォームに商品券を交付!!

　６月18日の午前10時頃、全国一斉の緊急地震速報訓練が行われます。
町の防災無線でも緊急地震速報訓練を行いますので、実際の地震速報と
お間違えのないようお願いします。

緊急地震速報の訓練



お知らせ版344号①裏面

　楽しく子育てできるエッセンスがいっぱい！
頑張っているお母さんを応援します！
■日　時　７月９日(火)・10日(水)　
　　　　　各10:00 ～ 15:00
■会　場　二戸市シビックセンター　
　　　　　２Ｆカルチャールーム
■講　師　山崎洋実氏　(ひろっしゅコーチ)
■対象者
子育て中のママ、育児休業中のママ、再就職を希望する女性の方 
■受講料　無料
※保育士常時の無料託児スペースを設置！
■問い合わせ・申込先
二戸地域雇用創造協議会　☎２６－８０６１

女性の再就職セミナー

　英語が苦手な人のおもてなし英会話セミナー【初級編】を開催します。
英語での接客のコツを分かりやすく楽しく学べます！
■日　時　７月18日(木)・19日(金)
■会　場　ワークインにのへ　１Ｆ会議室
■講　師　馬上千恵氏
■対象者　二戸地域での再就職を希望する方
■受講料　無料
■問い合わせ・申込先
二戸地域雇用創造協議会　☎２６－８０６１

おもてなし英会話セミナー【初級編】

　町は、エゴマの生産振興と生産面積拡大を図るため、補
助金を交付します。補助額は、作付面積と出荷量により予
算の範囲内で決定します。
■交付条件
・７月末までに軽米エゴマの会に加入できる方　※年会費1,500円

・町内の雑穀買い取り業者、加工業者、集出荷団体に出荷できる方
■問い合わせ　
産業振興課・商工観光担当　☎４６－４７４６

エゴマ生産に補助金

■対象住宅
町内の次のすべての要件を満たすこと。
・昭和56年５月31日以前に着工され建てられた住宅。
　（昭和56年６月１日以降に増築等を行った住宅は対象外）

・平屋建てまたは２階建ての一戸建て住宅。
・木造軸組工法（在来工法）で建てられた住宅。
　　（枠組壁工法、丸太組工法等は対象外）

■募集戸数　５戸（随時募集中）
■耐震診断料金
１棟あたりの自己負担額　3,000円（料金30,850円の内27,850円を町が負担）

※岩手県が認定した「岩手県木造住宅耐震診断士」が診断します。
※耐震診断を実施し、判定値が1.0未満と診断された住宅は、判定値を
　1.0以上にする耐震改修工事について、対象経費の２分の１以内で60
　万円を限度とする助成制度もありますのでご相談ください。
■問い合わせ　地域整備課・環境整備担当　☎４６－４７４１

耐震診断を受けてみませんか？

　町内の特産品等を活用し、地域産業への波及効果の見
込まれる新商品の開発、または既存商品の改良等の取り
組みに対し、予算の範囲内で補助金を交付します。
■交付対象者
　町内に住所、本拠地を有した個人事業者、会社など
■交付対象事業
　地域資源等を活用した、商品開発または既存商品の改良に係る取り組
みに対し、補助率３分の２以内（限度額20万円）を交付
■交付要件
①商品に対して明確なコンセプトを持ち、商品化を想定した事業である
②開発または改良する商品は、町内産の農林畜産物を使用している
③事業実施の翌年度から２年間販売状況について軽米町長に報告する
■受付期間　６月28日(金)まで
■提出書類
　交付申請書、事業計画書・事業費積算書、事業に係る見積書
※様式は役場ホームページからダウンロードするか、下記担当までお問 
　い合わせください。
※後日審査会があります。事業代表者が事業の説明を行ってください。
■問い合わせ・申込先　〒028-6302　軽米町大字軽米10－85　
産業振興課・商工観光担当　☎４６－４７４６（担当：兼田）
　　　　　　　　　　　　　FAX ４６－２３３５
HPダウンロード手順→（軽米町役場ホームページ→事業者の方へ→軽
米町商品開発等促進事業補助金について）

町の特産品を使った商品開発を補助

　町内小中学校では、６月20日(木)から25日(火)までの６日間、ノーメ
ディア週間に取り組みます。目的は、各家庭でノーメディア時間を設
定することで家庭での会話を増やし、読書や学習への意欲と集中力を
高めるためです。ご家庭でのご協力をよろしくお願いします。
■各学校の取り組み
　軽米小学校　　・ノーメディアの時間を平日２時間以上。
　　　　　　　　・ただしゲームは30分以内。
　　　　　　　　・休日のノーメディアの時間は３時間以上。

　小軽米小学校　・親子読書の取り組みと一緒に実施。
　　　　　　　　・テレビ・ゲーム等の視聴・使用時間を１日２時間以内。

　晴山小学校　　・「家族で健康チャレンジウィーク」という取り組
　　　　　　　　　みの中で、毎日２時間のノーテレビ・ノーゲーム。
　　　　　　　　・２時間の時間は、家族で話し合って決定。
　　　　　　　　・早寝・早起き・読書・運動・手伝いにも取り組む。

　軽米中学校　　・ノーメディアでテスト勉強。
　　　　　　　　・メディア利用時間は１日２時間以内。

※メディアは、テレビ、ゲーム、パソコン、タブレット、ＤＶＤ、　携帯電話、スマートフォ

　ンなどの電子機器としています。

※取り組み期間は、各学校により前後する場合がありますのでご確認ください。

■問い合わせ　
軽米小学校(小笠原)　☎46-2614　小軽米小学校(平)　☎45-2312
晴山小学校(小林)　☎47-2214　軽米中学校（太田）　☎46-2414

ノーメディア週間のお知らせ
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平成31年度 町県民税のお知らせ
　町県民税の納付につきましては、毎年格別のご理解とご協力をいただきあ
りがとうございます。
　平成31年度の町民税・県民税は、次のように計算されます。
■税額の算出方法
　町民税・県民税の均等割額と所得割額を合計した額　※右図（①+②+③）
■まだ申告をされていない方へ
　申告がなく所得が不明な場合には、各種税務証明の発行や国民健康保険税
などの軽減を受けることができなくなります。まだ申告されていない方は、
二戸税務署または役場・税務会計課で必ず申告をしてください。
■課税明細書をご確認ください
　納税通知書の課税明細書は税額の計算の基礎となる資料ですので、ご確認
ください。
■口座振替が便利
　町税などの納税は、安心、簡単、便利な「口座振替」をご利用ください。
■問い合わせ　税務会計課・課税担当　☎４６－４７３７

町民税 県民税

均等割額 ①3,500円 ②2,500円

所得割額

前年（平成30年中）の所得額に応じて次のように計算。
(所得金額－所得控除額)×

税率10%（町民税６％・県民税４％）ー

調整控除・税額控除　＝　③所得割額

納　期

第１期　　７月１日(月)
第２期　　９月２日(月)
第３期　　10月31日(木)
第４期　　１月31日(金)
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